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野村不動産グループは、建物やインフラの老朽化・陳腐化、都市機能の低下、自然災害の増加を重要
な社会課題と認識し、適切な品質管理に基づく商品・サービスの提供や持続可能な街づくりによって、
お客さまや地域社会の安心・安全の実現に貢献します。また、非常時にも事業や生活を継続できる職
住環境づくりを推進します。

重点テーマ 安心・安全
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考え方・方針

野村不動産グループは、設計・施工から運営・管理にいたるまで長期間にわたり、お客さまや地域コミュニティ

をはじめとするステークホルダーの皆さまに、生活や事業の基盤となる建物や空間を提供します。

そのため建物やインフラの老朽化・陳腐化、人口減少や高齢化による都市機能の低下が懸念され、また、大規模

地震などの自然災害が増加する中、安心・安全な建物と空間を設計・施工することは、当社グループの重要な責

務です。

当社グループは、このような認識のもと、設計会社・施工会社などのサプライヤー、行政と協働し、設計基準や品

質マニュアルの遵守と厳格な品質管理によって、設計・施工における安心・安全品質の向上を目指します。

マネジメント

マネジメント体制

当社グループは、品質管理・建築統括役員が責任者となり、設計・施工における安心・安全品質の向上を推進して

います。また、野村不動産ホールディングスおよびグループ会社の取締役などで構成される「CSR�委員会」（委

員長：野村不動産ホールディングス代表取締役副社長�兼�グループCOO）にて、関連方針や活動計画を審議し、決

定しています。同委員会では、設計・施工における安心・安全品質の向上についての目標を毎年設定し、進捗状

況のモニタリングをしています。

目標

当社グループは、設計・施工における安心・安全品質の向上のため、設計基準・品質マニュアルの遵守と品質管理

を目指します。

設計・施工における安心・安全品質の向上
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「設計基準」「品質マニュアル」の遵守

当社グループは、建物の設計・施工における安心・安全品質を確保するため、シリーズで展開する下記の商品に

ついて、「設計基準」（構造・建築・設備・電気）および「品質マニュアル」を策定し、設計や仕様について定めてい

ます。これらは、設計会社や施工会社などのサプライヤーにも配布し、遵守徹底されます。

「プラウド」の設計基準（一部）

【対象となる商品】

住宅部門

・分譲マンション：PROUD（プラウド)・OHANA（オハナ）

・分譲戸建：PROUD�SEASON（プラウドシーズン）

・賃貸マンション：PROUD�FLAT（プラウドフラット）

都市開発部門

・賃貸オフィスビル：PMO（プレミアム・ミッドサイズ・オフィス）

・商業施設：GEMS（ジェムズ）

・物流施設：Landport（ランドポート）

建設現場における品質管理の徹底

品質管理検査の実施

当社グループは、建築工事の主要段階において、「設計基準」「品質マニ

ュアル」の遵守、施工状況の確認や工事の進捗について、野村不動産の

品質管理担当技術者が直接検査を行います。

また、建築現場で発生した事故や不具合については、品質管理責任者お

よび品質管理・建築統括役員に報告され、内容と対応については、定例

会議やイントラネットで共有し、再発防止を図っています。
建設現場における品質管理検査
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「プラウドクオリティ会議」の実施

当社グループは、分譲マンションの建設現場における品質管理技術を共有するため、「プラウドクオリティ会

議」を年に�1�度開催しています。同会議は、全国の建築・品質管理担当者が出席し、「設計基準」「品質マニュア

ル」の更新内容や施工上の課題を共有しています。

一級建築士の育成

当社グループは、安心・安全品質を実現するために、一級建築士資格の取得を促進しています。2019年4月1日

時点の野村不動産の一級建築士資格取得者は177名で、総合職の13.02％に当たります。

新築工事の進捗状況報告

当社グループは、お客さまに建物の安心・安全を理解していただくこと

を目的として、分譲マンション「プラウド」の新築工事の進捗状況の報

告および主要な工事内容の解説を契約者専用サイトにて行っていま

す。

契約者専用サイト
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実績

推進への取り組み

設定目標に対する2018年度の実績は以下の通りです。

設計基準・品質マニュアルの遵守

当社グループは、住宅部門（分譲マンション�PROUD（プラウド)・OHANA（オハナ）、分譲戸建�PROUD�SEASON

（プラウドシーズン）、賃貸マンション�PROUD�FLAT（プラウドフラット））および都市開発部門（賃貸オフィスビ

ル�PMO（プレミアム・ミッドサイズ・オフィス）、商業施設�GEMS（ジェムズ）、物流施設�Landport（ランドポー

ト））において、「設計基準」「品質マニュアル」を策定し、遵守しています。

2017年度 2018年度

住宅部門における設計基準・

品質マニュアルの遵守
100% 100%

都市開発部門における設計基準・

品質マニュアルの遵守
設計基準・品質マニュアル策定 100%

安全に関する課題への対応

当社グループは、お客さまの安全を守るため、建築基準法・消防法などの関係法令、自社の品質基準などに対し

て違反などがあれば、迅速に必要な対策を講じます。

2018年度は、安全に関する関連法令違反や自社基準への重大な違反はありませんでした。
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考え方・方針

野村不動産グループは、建物竣工後も長期にわたり、運営・管理を通じて、ステークホルダーの皆さまの生活や

事業の基盤となる建物や空間を運営・管理しています。建物やインフラの老朽化・陳腐化、人口減少や高齢化に

よる都市機能の低下が懸念され、また大規模地震などの自然災害が増加する中、竣工後もステークホルダーの

皆さまに安心・安全を提供することは、当社グループの重要な責務です。

当社グループは、このような認識のもと、サプライヤーと協働し、管理品質の向上とアフターサービスの充実に

よって、運営・管理における安心・安全品質の向上を目指します。

マネジメント

マネジメント体制

当社グループは、品質管理・建築統括役員が責任者となり、商品・サービスの運営・管理時の安心・安全品質向上

を進めています。また、野村不動産ホールディングスおよびグループ会社の取締役などで構成される「CSR�委

員会」（委員長：野村不動産ホールディングス代表取締役副社長�兼�グループCOO）にて、関連方針や活動計画を

審議し、決定しています。同委員会では、運営・管理時の安心・安全品質向上についての目標を毎年設定し、進捗

状況のモニタリングをしています。

目標

当社グループは、運営・管理における安心・安全品質向上のため、管理品質の向上とアフターサービスの拡充を

目指します。

管理物件における「ビル管理品質評価ガイドライン」の遵守

当社グループは、管理物件において、「ビル管理品質評価ガイドライン」を策定しています。当ガイドラインは、

管理品質や法令対応、内部監査など、400項目以上で構成され、2018年度の適合率は86％でした。

運営・管理における安心・安全品質の向上
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ISOの取得による品質向上

当社グループは、品質に関連する国際規格の取得を推進しています。また、外部機関の内部監査員講習を受講

し、内部監査を実施しています。

【ISO9001】

野村不動産は、PMO�事業の「フィードバックとそれを確実に反映する活動」において、野村不動産パートナーズ

は、ビル部門�31�物件、マンション部門�22�部店において、ISO9001（品質マネジメントシステムの国際規格）を取

得しています。

※ISO14001については、 環境マネジメントシステム�をご覧ください。

入居後の安心・安全品質の向上

リビングQコールの設置

当社グループは、分譲住宅の居住者が安心・安全・快適に生活できるよう、オペレーターが24時間365日居住者

の依頼や相談に応える「リビングQコール」を設置しています。

【主なサービス内容】

・緊急サービス：水もれ・鍵紛失など

・修理サービス：各種設備の修理

・サポートサービス：電球の交換・粗大ごみの搬出など

「全国カスタマー会議」の実施

当社グループは、分譲住宅「プラウド」におけるアフターサービス品質を向上するため、年に一度「全国カスタ

マー会議」を実施しています。同会議は、全国のアフターサービス責任者が出席し、当該年度に発生したクレー

ムや課題、優良事例を共有しています。

分譲マンションにおける長期補修・保証プログラムの提供

当社グループは、分譲マンションにおける不具合や故障を�10�年間補修・保証するプログラム「NEXT�PASS�10」

（ネクスト・パス・テン）とさらにプログラムを�5�年間延長できる「NEXT�PASS�15」を提供しています。

【主なサービス内容】

・住宅設備機器の保証期間を延長

・故障・不具合の緊急対応

・入居5年・9年目に点検とメンテナンス

中古住宅取引における補修・保証サービスの実施
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当社グループは、中古住宅の流通促進と入居後のお客さまの安心・安全を目的として、補修・保証サービスを提

供しています

【主なサービス内容】

・売却物件：不具合の補修と最長5年の保証

・購入物件：主要設備の不具合を引き渡し後1年間修理・交換保証

実績

推進への取り組み

設定目標に対する2018年度の実績は以下の通りです。

管理品質の向上とアフターサービスの充実

2017年度 2018年度

管理物件における

「ビル管理品質評価ガイドライン」

の適合率

85％ 86％

NEXT�PASS10加入率 82％ 80％

※適合率：複数物件を抽出し、ガイドライン記載の評価項目に対する、適合項目数を調査しました。

安全に関する課題への対応

当社グループは、お客さまの安全を守るため、建築基準法・消防法などの関係法令、自社の品質基準などに対し

て違反などがあれば、迅速に必要な対策を講じます。

2018年度は、安全に関する関連法令違反や自社基準への重大な違反はありませんでした。

※
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考え方・方針

野村不動産グループは、ステークホルダーの皆さまの生活や事業の基盤となる建物や空間を設計・施工し、竣工

後も長期間にわたり運営・管理を行います。

建物やインフラの老朽化・陳腐化、修繕・建替ニーズの拡大、大規模地震などの自然災害の増加が懸念される中、

ライフサイクルを通じてステークホルダーの皆さまに安心・安全を提供することは、当社グループの重要な責

務です。当社グループは、このような認識のもと、設計会社・施工会社などのサプライヤーと協働し、建物の長

寿命・高耐久化を目指します。

マネジメント

マネジメント体制

当社グループは、品質管理・建築統括役員が責任者となり、長寿命・高耐久化への取り組みを進めています。ま

た、野村不動産ホールディングスおよびグループ会社の取締役などで構成される「CSR�委員会」（委員長：野村不

動産ホールディングス代表取締役副社長�兼�グループCOO）にて、関連方針や活動計画を審議し、決定していま

す。同委員会では、長寿命・高耐久化への取り組みについての目標を毎年設定し、進捗状況のモニタリングをし

ています。

目標

当社グループは、長寿命・高耐久化の取り組みを推進するため、長寿命・高耐久の商品・サービスの提供を目指し

ます。

長寿命・高耐久化の取り組み
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大規模修繕の長周期化への取り組み

当社グループは、分譲マンションの居住者および管理組合の経済的・心理的負担を減らし、大規模修繕計画を確

実に実行するために、大規模修繕の長周期化に向けた商品・サービスを提供しています。

竣工済み分譲マンションの取り組み

新築分譲マンションの取り組み

当社グループは、新築の分譲マンションの長寿命・高耐久化を目指し、2018年度より「アトラクティブ30」を開

始しました。高耐久部材・工法の採用および「re:Premium（リ・プレミアム）」の導入により、大規模修繕の長周

期化を実現します。

ニュースリリース

実績

推進への取り組み

設定目標に対する2018年度の実績は以下の通りです。

長寿命・高耐久の商品・サービスの提供

「re:Premium（リ・プレミアム）」の推進に加え、2018年度より、「アトラクティブ�30」を開始しました。

2017年度 2018年度

「re:Premium（リ・プレミアム）」

工事完了件数
5件 19件

当社グループは、竣工済みの分譲マンション「プラウド」に大

規模修繕の長周期化を図る「re:Premium（リ・プレミアム）」を

提供しています。

高齢化や空き家の増加により、修繕金の徴収が滞るなど、大規

模修繕工事を計画通りに実行できるマンションは半数以下に

とどまるという実態があります�（国土交通省調べ）。当サービ

スにより、通常�12�年ごとに計画される大規模修繕工事の周期

を�16～18�年に延伸し、竣工後�60�年までの「超長期修繕計画」

を策定することが可能となりました。この取り組みにより、建

物の長寿命化や、廃棄物の削減だけでなく、ライフサイクルコ

ストを大幅に軽減することにより、お客さまの心理的・経済的

負担を軽減することができます。

ニュースリリース
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考え方・方針

野村不動産グループは、設計・施工から運営・管理にいたるまで長期にわたり、ステークホルダーの皆さまの生

活や事業の基礎となる建物空間を支えています。

地球温暖化や気候変動の進行に伴い、異常気象や自然災害が増加する中、非常時にも安心・安全を確保できるよ

う対策を立てておくことは、当社グループにとって重要な責務です。当社グループは、このような認識のもと、

消防や行政、防災の専門家などと協働し、災害時の安心・安全の確保に努めると共に、万が一の時もその影響を

最小限に抑え、生活や事業を継続できるよう防災に取り組んでいます。

マネジメント

マネジメント体制

当社グループは、品質管理・建築統括役員が責任者となり、災害時の安心・安全の確保を進めています。

また、野村不動産ホールディングスおよびグループ会社の取締役などで構成される「CSR�委員会」（委員長：野村

不動産ホールディングス代表取締役副社長�兼�グループCOO）にて、関連方針や活動計画を審議し、決定してい

ます。同委員会では、災害時の安心・安全の確保についての目標を毎年設定し、進捗状況のモニタリングをして

います。

目標

当社グループは、災害時もステークホルダーの安心・安全を確保するため、防災対策の拡充を目指します。

災害に備えた設計・施工

当社グループは、「品質マニュアル」で集中豪雨対策や浸水対策について定めており、ハザードマップを確認の

上、対策を行っています。

また、分譲住宅購入のお客さまには、ハザードマップを重要事項説明書に添付しています。

災害時の安心・安全の確保
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防災コンセプト「住まいの防災」の推進

当社グループは、分譲住宅における防災方針として、「住まいの防災」を定めています。

居住者が自分と家族の力で助かる「自助」、近隣居住者や地域の力で助かる「共助」、さらに警察や消防による

「公助」との連携を促進することによって、被害を最小限に抑え、非常時の安心・安全を確保します。

住まいの防災

災害対策本部設置訓練の実施

野村不動産ホールディングスは、首都直下地震を想定した事業継続計画（BCP）を策定し、年に一度代表取締役

社長を本部長とする「災害対策本部設置訓練」を実施しています。

事業継続計画（BCP）

災害時連絡訓練および災害対策本部設置訓練の実施

管理物件における防災支援

当社グループは、災害時の安心・安全を確保する取り組みとして、管理物件（住宅・オフィスビル・商業施設・物流

施設など）において、居住者や管理組合、テナント企業、施設利用者に対し、防災支援を行っています。

【主なサポート】

・防災訓練の実施

・防災倉庫の整備・防災組織の組成と運営支援

野村不動産パートナーズは、お客さま（居住者・テナント企業・施設利用

者）の災害時の安心・安全とテナント企業の早期の事業復旧に備え、「災

害時連絡訓練」（毎月実施）および「災害対策本部設置訓練」（年に一度）

を実施しています。

【災害対策本部設置訓練の概要】

・災害対策本部設置の流れと活動内容の確認

・復旧状況に応じた災害対策本部活動内容確認

・管理物件の被害状況の把握と集計

・管理現場から災害対策本部への情報伝達訓練

災害対策本部設置訓練
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・防災対応マニュアルの整備

・消防・防災計画書の作成支援

・防災ガイドブックの配布

テナント企業のための防災拠点を設置

実績

推進への取り組み

設定目標に対する�2018年度の実績は以下の通りです。

※注釈がない場合、報告対象範囲は当社グループになります。

防災・防犯対策の拡充

2017年度 2018年度

管理物件の防災訓練実施率 85％ 94％

帰宅困難者等一時受入施設数 3件 7件

災害時の被災者受け入れ

当社グループが所有（一部共有）する「新宿野村ビル」（東京都新宿区）、「日本橋室町野村ビル」（東京都中央区）、

「横浜ビジネスパーク」（神奈川県横浜市）および当社グループが運営するフィットネスクラブメガロス４店舗

（草加、八王子、吉祥寺、町田）は、「帰宅困難者等一時受入施設」として、災害時に帰宅困難者の受け入れを行っ

ています。

当社グループは、オフィスビル「PMO（プレミアム・ミッドサイズ・オフ

ィス）」の防災および�BCP（事業継続計画）の拠点として、「N-FORT（エ

ヌ・フォート）」（東京都中央区）を設置しています。有人による対応、お

よび72時間対応可能な非常用発電機と�2,000�人分の非常食を備え、

PMO�シリーズ全体の�BCP�を強化しています。

PMOにおける防災対策

「N-FORT（エヌ・フォート）」に

設置された備蓄品
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